
平成２１年度日本学生支援機構大学大学院奨学生(追加採用)の採用手続きについて 

 
平成２１年度日本学生支援機構大学大学院奨学生（追加採用者※①）の採用手続きを下記のとお

り実施しますので、必ず期間中に手続き（※②）をすませてください。 

なお、手続きを怠った場合は採用が取り消されることがあります。 

 

記 

 

対象者 手続期間 手続場所・時間 

追加採用者 
平成 21 年 9 月 16 日（水）

～9 月 18 日（金）

（※③）

本部奨学厚生グループ 

奨学チーム（奨学金担当）＊ 

（安田講堂１階 学生部センター内） 

午前 9:00～午後 5:30 

＊新領域創成科学研究科所属の学生は、新領

域創成科学研究科教務係にて手続きを行っ

てください。（午前 9:00～午後 5:00） 

※ ①追加採用者とは、春の在学採用（学部・大学院）において不採用になったが８月上旬

に追加採用の推薦の辞退をされなかった方です。（追加推薦については対象者に封書等

でお知らせ済みです。なお、９月１１日以降、学生部センター内掲示板に追加採用者の

学生証番号を掲示いたします。） 

 

※ ②手続きの際必要なもの 

・ 学生証 

・ 【第二種からの移行者のうち、事前に返金に関する書類を送付した者】異動届（願）、

振込金受取書のコピー（新領域の採用者は、この書類を本部奨学厚生グループ奨学

チームへ提出してください。） 

【郵送による手続】※期間中窓口に来られない場合は郵送でも手続きができます。 

・ ①学生証のコピー（余白に「追加採用の奨学生証送付希望」と追記）、②住所・氏

名を書いた角２サイズ（Ａ４サイズ）の返信用封筒（200 円切手貼付）を下記送付

先へ郵送してください。 

送付先：〒113-8654 東京都文京区本郷７－３－１ 

      東京大学本部奨学厚生グループ奨学チーム（奨学金担当） 

・ お送りいただいた返信用封筒（200 円切手貼付）に奨学生証及び奨学生のしおりを

入れて返送します。 

 

※ ③期間中に手続きできない場合は事前に下記連絡先に御連絡ください。 

【連絡先】 東京大学本部奨学厚生グループ奨学チーム Tel：03-5841-2520、2536 

 

○ 総合文化・数理科学研究科の学生は期間・場所が異なりますので、以下の事務室にお問い合わ

せください。教養学部等事務部学生支援課奨学資金係 ℡03-5454-6076 

 

平成２１年 ９ 月４日 

本部奨学厚生グループ 


